
自
転
車
を
は
じ
め
と
す
る
軽
車
両
（
重

被
牽
引
車
を
除
く
。）
の
運
転
者
（
16
歳

以
上
）
が
行
っ
た
一
定
の
違
反
行
為
は
反

則
行
為
と
な
り
、
自
動
車
や
原
動
機
付
自

動
車
と
同
様
に
、
交
通
反
則
切
符
に
よ
る

違
反
処
理
が
行
わ
れ
ま
す
。
自
転
車
利
用

時
の
交
通
ル
ー
ル
の
理
解
・
遵
守
を
徹
底

し
ま
し
ょ
う
。

反
則
金
額
の
例

◇
携
帯
電
話
使
用
な
ど１

万
２
０
０
０
円

◇
信
号
無
視
、
通
行
区
分
違
反
（
右

側
通
行
な
ど
）　
　
　
６
０
０
０
円

◇
指
定
場
所
一
時
不
停
止
な
ど
、
通

行
禁
止
違
反
　
　
　
５
０
０
０
円

◇
歩
道
徐
行
等
義
務
違
反

３
０
０
０
円

重
点
運
動
１

歩
行
者
の
安
全
な
道
路
横
断
方
法
な
ど

の
実
践
と
反
射
材
用
品
や
明
る
い
目
立

つ
色
の
衣
服
な
ど
の
着
用
促
進

　
秋
口
以
降
は
日
没
時
間
が
急
激
に
早
く

な
り
ま
す
。
夕
暮
れ
時
や
夜
間
は
見
通
し

が
悪
く
な
る
た
め
、
交
通
事
故
が
発
生
し

や
す
く
な
る
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

気
を
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト
（
歩
行
者
編
）

◆
自
転
車
や
自
動
車
の
運
転
者
か
ら
発
見

さ
れ
や
す
い
よ
う
、
反
射
材
用
品
や
明

る
い
服
装
の
着
用
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

◆
近
く
に
横
断
歩
道
が
あ
る
と
き
は
、
少

し
遠
回
り
で
も
横
断
歩
道
を
利
用
し
、

左
右
の
安
全
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
横
断
す
る
と
き
は
、
止
ま
っ
て
、
見
て
、

合
図
を
出
し
て
、
車
が
確
実
に
停
止
す

る
の
を
待
っ
て
、
渡
り
ま
し
ょ
う
。

重
点
運
動
２

な
が
ら
ス
マ
ホ
や
妨
害
運
転
な
ど
の
根

絶
と
夕
暮
れ
時
の
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯

や
ハ
イ
ビ
ー
ム
の
活
用
促
進

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
使
用
し
な
が
ら

自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」

が
要
因
と
な
っ
た
交
通
事
故
の
ほ
か
、
妨
害

運
転
や
無
免
許
運
転
な
ど
の
悪
質
・
危
険
な

運
転
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
日
の
入

後
は
夕
方
の
通
勤
・
通
学
ラ
ッ
シ
ュ
が
重
な

り
交
通
事
故
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
た

め
、
運
転
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

気
を
付
け
る
ポ
イ
ン
ト
（
運
転
者
編
）

◆
運
転
中
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
通
話

や
画
面
注
視
は
、
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

◆
夕
暮
れ
時
以
降
の
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯

や
、
対
向
車
、
先
行
車
が
い
な
い
状
況

で
は
ハ
イ
ビ
ー
ム
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

重
点
運
動
３

自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

の
交
通
ル
ー
ル
の
理
解
・
遵
守
の
徹
底

と
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
促
進

　
自
転
車
と
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

（
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
な
ど
）
は
「
車
両
」

の
仲
間
で
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
確
認
し
て

安
全
に
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付

自
転
車
の
利
用
者
は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
す
る
こ
と
が
努
力
義
務
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
も
ヘ
ル

メ
ッ
ト
を
着
用
し
、「
自
転
車
安
全
利
用

五
則
」
な
ど
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
安
全

に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

気
を
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト

◆
安
全
な
速
度
と
方
法
で
進
行
し
ま
し
ょ
う
。

（
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
は
徐
行
。
止
ま
れ

の
標
識
が
あ
る
と
き
は
必
ず
一
時
停
止
）

◆「
な
が
ら
運
転
」は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

◆
自
転
車
保
険
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転

車
は
自
賠
責
保
険
）に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

重
点
運
動
４

飲
酒
運
転
の
撲
滅

　
県
内
の
本
年
６
月
末
の
飲
酒
運
転
に
よ

る
検
挙
件
数
は
１
４
８
６
件
（
前
年
同
期

比
＋
７
２
８
件
）
と
急
増
し
て
い
ま
す
。

飲
酒
運
転
は
犯
罪
で
す
。「
飲
酒
運
転
は
絶

対
し
な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ
な
い
、
そ
し

て
見
逃
さ
な
い
」
こ
と
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

気
を
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト

◆
飲
酒
す
る
と
き
の
体
調
と
翌
日
の
運
転

予
定
を
考
え
て
、「
適
正
飲
酒
」
を
心

掛
け
ま
し
ょ
う
。

◆
飲
酒
し
て
自
転
車
に
乗
る
の
も
飲
酒
運

転
と
な
り
、処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

お
酒
を
飲
ん
で
の
自
転
車
運
転
は
絶
対

に
や
め
ま
し
ょ
う
。

◆
飲
酒
運
転
を
見
か
け
た
ら
必
ず
１
１
０

番
通
報
し
ま
し
ょ
う
。

秋
の
交
通
安
全
県
民
運
動
　
９
月
21
日
㈰
〜
30
日
㈫

検挙された後の手続きの基本的な流れ
令和８年４月１日以降

防
犯
カ
メ
ラ
を
自
宅
に
設
置
し
た
と
き

に
か
か
っ
た
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
詳
し
い
要
件
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、
生
活
安
全
課
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
で
き
る
人
　
本
市
に
住
ん
で
い

て
、
令
和
７
年
９
月
１
日
以
降
に
、

自
宅
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
た
人

※
申
請
す
る
人
と
自
宅
の
所
有
者
が
異
な

る
場
合
は
、
所
有
者
の
許
可
を
得
て
い

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
費
用
（
上
限
１
万
円
）

①
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
防
犯
カ
メ

ラ
の
購
入
費
・
設
置
費

◇
未
使
用
品
で
、
リ
ー
ス
や
レ
ン
タ
ル

で
な
い
こ
と

◇
夜
間
撮
影
も
で
き
る
こ
と

◇
72
時
間
以
上
録
画
が
で
き
る
こ
と

◇
屋
外
に
設
置
す
る
こ
と

◇
撮
影
範
囲
を
自
宅
の
敷
地
内
と
す
る
こ

と
（
隣
地
な
ど
が
撮
影
範
囲
に
含
ま
れ

る
場
合
は
、
敷
地
の
所
有
者
に
設
置
の

同
意
を
得
て
い
る
こ
と
）

◇
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
示
す
表
示
板

を
設
置
す
る
こ
と

②
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
を

明
記
し
た
表
示
板
の
購
入
費
・
設
置
費

③
防
犯
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
映
像
を
見

る
た
め
の
機
器（
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
）

の
購
入
費
・
設
置
費

●
必
要
書
類

◇
補
助
金
交
付
申
請
書

◇
請
求
書

◇
防
犯
カ
メ
ラ
の
適
正
運
用
に
関
す
る

誓
約
書

◇
防
犯
カ
メ
ラ
の
撮
影
範
囲
を
示
し
た

見
取
り
図
お
よ
び
同
意
書

◇
設
置
し
た
家
庭
用
防
犯
カ
メ
ラ
の
概

要
が
分
か
る
も
の（
カ
タ
ロ
グ
な
ど
）

◇
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
場
所
の
現
地
写
真

◇
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
か
か
っ
た
経

費
が
分
か
る
も
の
（
見
積
書
な
ど
）

◇
補
助
事
業
に
要
し
た
費
用
を
支
払
っ
た

こ
と
が
分
か
る
も
の
（
領
収
書
な
ど
）

◇
建
物
所
有
者
の
承
諾
書
（
申
請
す
る

人
と
所
有
者
が
異
な
る
場
合
の
み
）

※
申
請
書
な
ど
の
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
請
方
法
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
た

後
、
生
活
安
全
課
に
必
要
書
類
を
提
出

※
対
象
と
な
る
機
器
や
補
助
の
要
件

な
ど
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、防
犯
カ
メ
ラ
を
購
入
、

設
置
す
る
前
に
生
活
安
全
課
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
な
ど
、

補
助
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
て
、
防
犯
カ
メ

ラ
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

　
防
犯
カ
メ
ラ
を
使
う
時
は
、
防
犯
カ
メ

ラ
に
写
る
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
大
野
城
市
が
定
め
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
参
考
に
、
防
犯
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
く

だ
さ
い
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
　
☎（
５
８
０
）１
８
９
７

現在

反則行為とならない違反行為
（酒気帯び運転など）

刑事手続

捜査

送致

起訴 不起訴

有罪

罰金の納付など

無罪

全ての違反行為

刑事手続

捜査

送致

起訴 不起訴

有罪

罰金の納付など

無罪

反則行為となる違反行為
（信号無視、一時不停止など）

※反則行為であっても、刑事手続による処理とな
る場合があります。
●16歳未満である場合
●交通事故を起こした場合　など
※反則金を納付しない場合には、刑事手続きに移
行します。

交通反則通告制度

青切符による反則告知

反則金の納付

●
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
　
☎（
５
８
０
）１
８
９
７

自
宅
に
設
置
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
へ
の
助
成
を
始
め
ま
す

大
野
城
市
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金

市ホームページ

　令和８年４月から
自転車に対する交通反則通告制度

（いわゆる青切符）が
導入されます！

自転車の
交通反則通告制度

導入

福岡県警察
ホームページ

自転車安全利用五則

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止
を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用
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